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茂原市農業委員会第９回総会議事録 

 

１ 開催日時  令和３年８月６日（金） 午後１時３０分から 

 

２ 開催場所  茂原市役所５０２会議室 

 

３ 出席委員  １４名 

     １番 齋 藤 輝 児          ２番 小 川 克 巳 

     ３番 糸 久 敏 秀          ４番 蒔 田 定 雄 

     ５番 中 村 正 明          ６番 小 髙 一 夫 

     ７番 光 橋 正 人（第二小委員長）  ８番 八 角 徳 政 

     ９番 杉 浦 文 子（第二副小委員長）１０番 秋 葉 仁 喜（第一小委員長） 

    １１番 鬼 島 一 郎（職務代理者）  １２番 浦 島 京 子（第一副小委員長） 

    １３番 石 井 利 明（会  長）   １４番 加藤古志郎 

  出席推進委員 １０名 

                平 野 芳 之    関 谷  正    富 田 和 男    中 澤 英 夫 

        深 山 文 雄    風 戸 茂 樹    富 田 泰 宏    古 山 光 雄 

         早 川 昇 一    矢 部 友 一 

 

４ 事務局職員  ６名 

   事務局長 髙 貫  敦    局長補佐 丸 島 浩 二 

   係  長 片 岡 雄 一    係  長 加 藤 栄 一 

   主  査 吉 田 茂 則    主  事 酒 井 嵩 文 

 

５ 会議に付した議案 

  ・農地法第３条の規定による許可申請について                ３０件 

  ・農地法第５条の規定による許可申請について                ３６件 

・農地法第５条の規定による許可後の計画変更承認申請について         ２件 

  ・下限面積（別段面積）の設定について 

 

６ 報告 

農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

   公共事業に伴う廃土処理事業の届出について 

   地目変更登記申請に係る照会について 

   軽微な農地改良の届出について 

農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の報告について 

   その他 
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会長 

 

本日は第９回総会にご参集頂きましてありがとうございます。 

本総会は、農業委員会法第２７条第３項の規定により委員の過半数の出席を頂いて

おりますので成立することをご報告いたします。本日の議事案件については、３条申

請３０件、５条申請３６件、５条許可後の計画変更承認申請２件、下限面積（別段面

積）の設定について、以上合計６９件となります。そのほか報告事項がございます。 

それでは茂原市農業委員会総会会議規則によりまして、会長が議事の進行をするこ

とになっておりますので、会長にお願いいたします。 

 

 ただ今から農業委員会総会を開催いたします。さて、議事に入る前に本日の議事録

署名人についてこちらで指名させて頂いてよろしいでしょうか。（異議なしの声）本

日の議事録署名人は３番糸久委員と４番蒔田委員にお願いしたいと思います。議案の

説明及び書記は事務局にお願いします。 

はじめに農地法第３条の規定による許可申請を行いますが、本来であれば第１号か

ら審議を行いますが、本日は新規就農者の案件があるとのことで、お越し頂いており

ます。そのため第３０号を先に行いますので、事務局より説明をお願いします。 

 

それでは３０号議案のご説明をします。申請地は長尾字蓮池地先外８筆、畑１０２

５１㎡を借り受けようとする申請です。賃借人は長尾の★★さん、賃貸人は長尾の★

★さんです。 

申請理由としまして、★★が持つ芝生管理技術を活かし、芝の生産を行い、ユーザ

ーに提供したいためとのことです。土地選定理由としましては、会社の近隣で耕作に

適しているためとのことです。 

ここで、農業経営に係る実施計画書について簡単にご説明します。借り受ける農地

にて芝を栽培し、⑧販売計画として、親会社である★★へ販売し１，０００万円の売

上を見込んでおります。それに対する⑨生産経費として約９５０万円を見込む計画と

なっております。その他の内容を含めまして、千葉県農業会議の担当者に精査してい

ただいているとのことです。 

次に３条許可基準ですが、全部効率利用要件について、現在賃借人が耕作に供すべ

き市内の農地はありません。主な機械の保有については、トラクター・耕うん機・搬

送用トラック等を所有しております。労働力については、社員３名で従事する計画で

す。技術については、長年ゴルフ場の芝を管理しており、芝についての知識はあると

のことです。農作業常時従事要件については、従事者合計で２８５日の計画です。下

限面積要件については、今回の申請により５０アールを超えております。周辺地域と

の関係について、芝の栽培基準、防除基準に基づき栽培することで周辺の農業経営に

影響を及ぼすことはないと考えられるとのことです。 

また、農地について所有権、使用収益権、質権若しくはその他の使用及び収益を目

的とする権利を取得することができる農地所有適格法人に該当するか否かの判断が

あり、賃借人は農地法第２条第３項に規定する法人形態要件、事業要件、構成員要件、

議決権要件及び業務執行権要件をすべて満たしていることから、農地所有適格法人に

該当すると判断されます。 

 その他、先日の小委員会で質問のありました申請地にコスモスが植え付けされてい

ることについてですが、地主了解済のうえ、★★の保全会がコスモスを植え付けして

おります。シーズン終了後に芝の植え付けに取り掛かるとのことです。また、芝のカ

ッターについては★★よりリースして、今後、購入する予定とのこと、申請人より回

答がありました。それでは、★★の★★さんと★★さんに入室していただきます。 

 

＜★★氏、★★氏 入室＞ 

 

それでは、簡単に自己紹介からお願いします。 
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会長 

 

 

★★委員 

私、★★の★★と申します。よろしくお願いします。もう１人、本日、★★とい

う者がお邪魔させていただいております。よろしくお願いします。★★はもう１名

役員で★★という者が代表でおります。★★が所要のため本日は欠席させていただ

いておりますので、私、★★と★★で本日は対応させていただきますので、どうぞ

よろしくお願いいたします。 

 

新規就農の皆さんには、農業委員会の会議にお越しいただき、委員の皆さんから

色々ご質問をいただき、質疑応答の中で、しっかり就農していただけるという確証

を得て判断していきたいと考えております。それでは、私から１、２点お聞きしま

す。今回の新規就農に至る動機というのはどういうところにありますか。 

 

★★の設立の経緯に関してですけれども、弊社は関連会社で★★という主にゴル

フ場の芝の管理等を行っている会社がございます。もう設立として４８年になる会

社です。★★の本社となる予定の茂原市長尾で、こちらは元々、★★の★★という

形で、農業資材、主に液体堆肥の研究開発を行っていた場所です。そちらの方で、

元々、★★も駐在で★★の所長をやっておりました。その研究所を構えるにあた

り、近くに農地があったんですけども、そこは雑草の畑でして、今の時期コスモス

が植わるんですけれども、その多くが雑草で生い茂っていて、いろんなゴミが捨て

られたり、不法投棄とかがありまして、その中で、地元の方達、主に地主の★★さ

んという方がいらっしゃるんですけど、その方から今回、農地をお借りするんです

が、★★さんからも、そういう不法投棄とか、あと結構いろんな不審者っていう

か、そういった方達がウロウロするとかで、そのような状況があったので、綺麗に

しておいてくれないかというご相談があり、現在、２、３年になるんですけども、

芝を張って綺麗にしてあったんですね。そのような中で芝を張って、綺麗にしてい

くのであれば、環境整備になりますし、あと、私どもで芝を売っていけば、ビジネ

スとして成り立っていくのではないかというところで、各方面の方々と相談をし

て、今回、農業生産法人というものを作って、農地の取得、今は借地ですけども、

土地を借りたり、購入したりして、芝を張って環境整備とともに、足場のビジネス

というものを展開していけないかということで、設立を検討、考えるに至った次第

です。 

 

もう一点ですけれども、ゴルフ場関係ということで芝の栽培ということのみで考

えていらっしゃいますか。 

 

メインは芝の生産で考えているのですが、実際、日本の国内に芝の販売という会

社もあることはありますが、ただ芝の需要がどれだけあるかというと、それほど多

くはないんです。最近の温暖化、或いはその気象の変更によって、ゴルフ場の芝は

非常に生育が悪くなったり、春先は良くない状態っていうのが起っていて、そうい

う需要は、多少見込めることは見込めます。その他、最近の校庭緑地ですとか、そ

ういったところの芝の需要というのも増える可能性はあるのですが、私も計画書に

書いておりますが、年間１，０００万という売り上げがすぐにできるかどうかとい

うと、努力はしますが、かなり努力が必要かなと。ですから、芝だけではなく、今

後としましては、関連会社の★★等でやっていた液体堆肥の販売ですとかその紹

介、それを定款に書いておりますけれども、農業資材の販売といったものも含めて

考えております。その他、会社ですから、ある程度利益を出すためにいろいろなビ

ジネスというものを、地域の方々に相談したり、或いは市の方にご協力をいただい

たりして、何とか形にしていければいいかなというふうに思っております。 

 

ありがとうございました。それでは、皆さんの方から、ご質問等お願いいたしま

す。 

 

芝を生産するというと、その土地の底地の砂が影響してくるんじゃないかと思う
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★★委員 

んだけど、その辺の計画の中で、その砂は入替するとかそういうことはあるんです

か。 

 

ありがとうございます。とてもいい質問でして、芝は床土は大事で、改善とか必

要になってくるのですが、先ほど申し上げた液体堆肥というものを私ども研究開発

しておりまして、そういったものを使うことによって、化学肥料を使ったり、そう

いった土壌改良剤を入れ込んだりっていうことをしなくても、自然の中で循環させ

て、作物を作るっていうことをできるようにしているんですね。ですから、現在、

私どもが植えている芝では土の入れ替えは、ほぼないです。目土は必要ですが、床

土の改善は必要ないと考えております。 

 

 他にございますか。 

 

今現在、地元の有志の方々がコスモスを綺麗に植えてありますよね。あの面積の

ところに芝生をやるということですか。 

 

あの部分を含んでいるということですね。 

 

含んでいる。そうしますと、コスモスは秋に花が散り、それを撤去してから芝を

植えるということで、植えてから商品になるまでどれくらいかかるのですか。 

 

そうですね。どのぐらいのレベルまで持っていくかってことによるかと思うんで

すけども、一昨日、視察に来ていただいた方は、お分かりだと思うんですけども、

もう既に、販売用でなくて、土地の景観っていうか、多分芝を張っている部分があ

ると思うんですね。あの芝は、実は今年の春に張ったもので、すでにターフになっ

ていますので、あの状態で出荷可能ということであれば、もうこの期間でできるっ

ていうことですね。 

 

そうしますと今、地元の方々がやっているコスモスっていうのは、将来も植え付

けていくのですか。 

 

はい。それに関して、私どもはコスモス畑を全部芝にして、私どもの商売ベース

に載せようとは思ってないんですね。やはりコスモスっていうのは、地域の方たち

にとっても大事なものですし、今までも、その★★という形であったときから、地

域の方と連携しながら、お手伝いをしながら、コスモス畑というのを維持してきま

した。今後もコスモス畑というのは継続していければ良いなと私どもは思っていま

すけども、ただ聞くところによると、以前２０数名いたコスモスの管理の方達が、

御高齢化によって、今５名位でやられているっていうふうに伺っています。ですか

ら、将来的にあの場所をコスモス畑として残すのか、或いは私どもと一緒にお話を

させていただいて、芝をメインにした観光農事公園とかそういったものにするのか

っていうのは、地域の方たちとのご相談話し合いによるかなと思っていまして、私

どもから変えるっていうのは今のところあまり思っていません。 

 

地元の委員さんもいらっしゃいますから言われたところの経緯やら、またお話を

いただけると思いますが、そうしますとこの申請の面積は、どうとらえたらいいん

ですかね。 

 

コスモスが秋から冬ぐらいには、もう無くなってしまいますので、そのあと春先

から芝は植えることができるんですね。夏ぐらいには芝は完了しますので、コスモ

スと芝の住み分けができるかなというふうには考えています。 

 

こういうケースはあまりなかったので、新規就農面積としての申請面積のとらえ



 5 

 

 

事務局 

 

 

 

★★委員 

 

事務局 

 

 

★★氏 

 

 

 

 

 

★★委員 

 

 

 

 

 

★★氏 

 

 

 

 

 

★★氏 

 

★★委員 

 

 

 

 

★★委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

方として、どうとらえたら良いのでしょうか。 

 

よろしいですか。あくまで農業経営実施計画書では、この範囲を使って芝を植え

付けるということで計画されております。それであれば、この申請面積でお間違い

はないと思います。 

 

コスモスも植え付けるんですよ。 

 

芝をメインにされた計画であって、★★さんが芝をメインに営農される中でコス

モスを植え付けることについては問題ないと思います。 

 

こういうケースは、稀なんでしょうけども、ただ、私どもが土地をお借りでき

て、コスモスを芝にしますって言うのも言えなくはないのかもしれません。ただ、

芝だけにするつもりはなく、私たちの目的は、多少ビジネスもありますけれども、

地域の活性化というか、荒れているあの土地を綺麗にして景観を守っていきたいな

っていうのもあります。 

 

それはよく理解してます。今回のコスモスを植えつけてあるのはお話ですと数名

の方々が大変苦労して植えられて、先般、伺ったときにも綺麗にされていて、環境

面にも非常に良いなとは思っています。この申請面積のとらえ方が、★★さんが、

ずっと芝生を植えていくなら分かるんだけども、合間にコスモスもやられていくこ

とになると思うので、こういうケースって私も初めてでして。 

 

芝の場合、永年作物でちょっとややこしくなっているんですけども、例えば、田

んぼですと、稲が植わっている時期は作物がある。しかし、その他の時期はたぶん

何もない。その時期に何か違う物を植えても良いかどうかとか、いろいろ考えます

と、栽培面積で計算すると、このような形になってしまうのかなというふうに思い

ます。 

 

利用面積と栽培面積のとらえ方ですよね。 

 

利用面積とか今までこういうのはなかったものですから、ちょっとお聞きしまし

た。今回の申請によって地域が環境衛生面において非常に良いのはわかります。そ

のことについて全く異論はございません。面積の捉え方をどう判断したら良いの

か、このようなケースがなかったのでお聞きしました。 

 

８月から多分１１月はコスモスをやるということになりまして、それ以降に今度

は芝ということになると思うのですが、１１月にコスモス全部を撤去すれば良いん

ですけども、仮にすき込んでしまいますと、５月と６月にもう芽が出てきてしまう

という状況になると思います。非常に厄介になると思うんですね。芝が全面にあっ

たとしても、その間からコスモスが出てきてしまうという状況が発生するのではな

いかと。その辺を考えて、先ほど★★委員が言われたように、申請面積の１万余り

ということになりますけど、コスモスが筋で、仮に１ｍの筋が入っているとその面

積に対して使いものにならない芝ができる可能性があると思われます。そのことを

考慮して、環境保全という一環で保全会が動いておりますので、収支を考えずにや

られるのであれば、非常に良い計画だと思います。 

ただ１，０００万円の収支があって、支出が９５０万ということでございますの

で、なかなか難しい状況かなっていうふうにちょっと思いまして、要するに経営が

なかなか難しいんではないかなと。経営を考えるのであれば、私としては厳しいと

思いますが、景観を重視して、地域の活性化ということであれば大丈夫なのかなと

思いますが、その辺はどうお考えですか。 
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ありがとうございます。もちろん景観重視で、景観が綺麗になり地域の方の憩い

の場になればというのはあるのですが、私どももある程度利益がないと継続ができ

なくなってくるということもありまして、今回会社を立ち上げました。その一つの

問題点として、コスモスが植わっていて芽を出してきて、その芝が製品のレベルに

ならないんじゃないかというふうにおっしゃっていましたけれども、今年の春の状

況を見ましても、種を蒔いたところから苗が出てきており、その前の苗が出てきて

いるかどうかというのは多少あるかもしれませんけども、芝の生産に関して問題と

なるレベルの芽ではないです。あともう１点、私どもの本業、元々やっていた★★

のゴルフ場管理事業において、除草剤、殺菌剤、あとは殺虫剤といったものを使っ

て管理することがメインとなって行っておりますので、芝以外の植物が出てきた場

合でも防除しながら芝を生産することは可能です。 

 

わかりました。ありがとうございます。 

 

それでは地元の★★委員さん、経過等も含めてお願いします。 

 

 先ほど申していましたけど、これは地元の有志の人が、長年コスモスを耕作して

いました。そして今年もそうなんですが、今までは直播だったそうですけれども、

今年から種まき機を買ったということです。それで来年以降もそうやって行うとい

う計画だそうです。私が懸念しているのは、花が咲いて種が落ちて、その上に芝を

植えるわけですよね。今言われていましたけど、それで上手くいくのかなという問

題が一つあります。先ほど言いましたけど、芝というのは土ごと販売するわけです

よね。そしたら土は少しずつ毎年無くなるわけですよね。１ｃｍか２ｃｍか、新た

な土をどうされるのか。その辺が上手くいけば、コスモスと芝、半期ずつ上手くい

けるのではないかなと思いますが、この辺のところが懸念するところです。 

 

 雑草防除に関しては、先ほど申し上げた通り、十分管理が可能ですので、それは

問題ないのではないかと思っています。土に関しては、多少減ったら増やさなきゃ

いけないですよね。 

 

実際、芝の販売は茨城で行っているのですが、土が減ってきてコスモスや作物に

影響するような土の減り方は現状では確認できていなくて、★★とか量販店で芝の

販売しているのを見ると思いますが、土は多少なりとも一緒にくっついてくるか

ら、現実的には減っているんだろうけども、作物を作る上で影響するような減り方

は起きてないですね。芝の上に生育を揃えるため、目砂をしていくのでプラスマイ

ナスゼロになっているかと思います。 

 

それから当然、芝を３０ｃｍ角でカットしますよね。カットする機械をお持ちで

すよね。 

 

 カット幅はもう少し大きくすると思いますが、弊社自体ではまだ持ってないんで

すけども、先日、事務局の方にも説明させていただいたのですが、本社の方で持っ

ておりますし、今後は、できれば自社で所有していきたいと考えております。 

 

 地元の★★委員さん、いかがでしょうか。 

 

芝をゴルフ場に納めますよね。 

 

それに関してはいろいろ商売上ありますので、売ってくれと言われれば、お断わ

りすることはないんですけども。ゴルフ業界っていろんなグループとかございまし

て、要望があれば販売したいと思います。 
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★★委員 

 

 

 

★★氏 

 

 

 

★★委員 

 

 

★★氏 

 

 

 

 

 

★★委員 

 

★★氏 

 

 

 

 

★★委員 

 

★★氏 

 

会長 

 

 

★★氏 

 

 

会長 

 

 

★★氏 

 

会長  

 

 

 

 

 

 

 

★★氏 

 

会長 

 

★★委員 

当時、あそこのゴルフ場に関して、★★さんの方とお話したときには、芝生でも

何でも農薬の散布をしないという条件だったんですよ。それでも、当然、芝生には

農薬をかけますよね。 

 

私どもの他に管理している所で農薬を使っている所もございます。ただ、千葉県

の場合、条例で農薬を使えないというコースがございまして、平成４年以降のコー

スですね。 

 

 私もゴルフ場のすぐ近くに住んでいるんですが、何代も変わっており、農薬を使

わないって言っても使っている状態なんです。 

 

ですから、そこら辺は私どもの裏に★★さんというコースがございます。あそこ

は当然、私どもは農薬を撒いておりません。ビジネスがないからなんですけど、ど

うなっているかちょっと分からないところもありますが、基本的に無農薬で指導が

行われているところには、無農薬で行われるはずです。私どもも農薬の需要があっ

ても、それに関してはできないというふうにお答えをしています。 

 

今後、農薬は使わないということですか。 

 

★★さんは使わないっていうその条例の中でやってるはずですね。私どもの芝に

おいては、基本的に、低農薬、化学肥料という先程申し上げた液体堆肥というもの

をメインにやっておりますので、ただ、ゼロかというと、そうではございません。

多少の農薬を使う場合もあるかと思います。 

 

農薬を使うってことですね。 

 

 使う必要がある場合のみ使うということです。 

 

 会社の設立が令和３年からとなっておりますけれども、今年からということです

が、その前の形はどうなっていますか。 

 

★★の★★という形で活動しておりまして、芝の張替えなどを★★の社員として

行っておりました。 

 

これからも芝の栽培に徹して販売先は、親会社の★★という形を考えているわけ

ですよね。 

 

それは変わらないと考えております。 

 

本来、新規就農に対しては、私たち農業委員会も一生懸命支援して応援していく

とういう形になります。企業さんも時にあるのですが、こういう時代ですから、や

はりサラリーマンを辞めて、生産法人を立ち上げて、これから農業に邁進していく

っていうケースも非常に多いわけです。それは施設園芸であったり、露地野菜であ

ったり。こういうケースがちょっと稀でしたので、いろいろ皆さんからお聞きした

次第です。最後に地域に非常に密着していらっしゃる感じを受けるんですけども、

その辺はどうですか。 

 

それが一番といいますか、それが大事だと思っております。 

 

わかりました。 

 

 ちょっといくつか確認的に質問良いですか。 
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会長 

 

★★委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★氏 

 

 

 

 

 

★★氏 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★委員 

 

 

★★氏 

 

 

 

 

 

 

 

★★委員 

 

 

★★氏 

 

 

 

 

 

★★委員どうぞ。 

 

千葉県の場合は、ご承知のようにゴルフ場だらけですから、芝生というとゴルフ

場と切っても切り離せないイメージが頭にはあるわけです。その中で、先程から出

ていますが、ゴルフ場の芝っていうのは一番、最初に千葉県の問題だったのは農薬

で、除草剤なんですよ。周辺の農地等に流出して、非常に大きな問題が起こった

と。その中で、もう一つは、農薬を使わないということで遺伝子の組みかえで草に

強い芝を開発するとか、そういう流れもかなり出てきたのが経過だと思うんです。

そこで、お聞きしたいんですが、今、売りにしている液体堆肥のこの元は何なの

か。それともう一つはこの液体堆肥は、芝以外にも使っているのかどうかお伺いし

たい。 

 

 液体堆肥の詳しい内容については、ちょっと一部企業秘密といいますか独自のも

のもありますので、詳しくはお答えできないところもありますけども、中身は、自

然界にあるもの、★★が専門家ですけども、例えば納豆ですとか、イースト菌です

とか、一般化学物質を入れたりしてないんです。すべて自然界にあるものから抽出

してそれを培養して使うという形をとっております。 

 

 液体堆肥という言葉は、わかりやすく堆肥って言葉を使っているんですけども、

有機質の分解だとか、稲作でいえば、刈りカスの分解だとか、残渣残根の分解だと

か、ああいうのが、硫化水素が出たりして、生育の阻害をしてしまう。芝にも同じ

現象が起きるんですね。芝は耕うんだとか天地返しができないんで、稲作よりも、

有機質が堆積してしまう。それをどうやって分解していくかといったときに、微生

物資材って言っているんですけれども、これをわかりやすく液体堆肥って言葉を使

っているんだけども、それを培養していて、それが今言ったように元になるのが納

豆バジルであったり、あとヨーグルトから出る乳酸菌であったり、パンを作るイー

スト菌であったり、これを大量に培養してゴルフ場の芝に撒く。また、これから生

産しようとしている芝地に撒いていく。それで、微生物が活発化して、バクテリア

の数を増やしていって、地力を上げていく。化学肥料ほとんど使わずに、だけども

地力を上げていくという、そういう方法だから芝地以外にも十分使える。これが確

立できれば農業改革に繋がる位のものなんです。 

 

 最近、農協と業者が通じて納豆菌を使った有機肥料のセールスに来るんだよね。

それとは全く発祥が違うんですか。 

 

いや、ほぼ同じですね。今言われている納豆バチルスというのは、学名にもある

ように有機質を分解する菌です。自然界の中に、それこそ、藁の中におり、それを

培養しているわけです。今、市場に出回っている資材とほぼ一緒だけども、その利

用の方法を、もう５年６年とか長い間研究しているので、散布方法とか利用方法が

ある程度確立されているんですね、うちの★★で。今市場に出回っているのは、散

布しても、目に見えた効果がなかなか出てこないんですよ。化学肥料を撒いたほう

がいいぐらいの。今はまだ市場に出回っているのはその位の現状ですね。 

 

その液体肥料というのは芝だけではなくて、他の分野に活用するという方向性は

持っているのですか。 

 

まだ、化学肥料を主体に成り立っているわけで、こういう微生物資材で、化学肥

料がほとんどいらなくなっていますよっていうのは、うちの会社で前面で営業で出

していますが難しい。今はまだ、芝だけをターゲットにして販売をしていくという

か、そういう形ですね。だけども、本来そのものは、あらゆる農作物に活用でき

る。逆に、非常に有効なものになる。そんな感じです。 
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★★委員 

 

会長 

 

 

★★氏、★

★氏 

 

 

 

会長 

 

 

★★委員 

 

 

 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

 

 

★★委員 

 

 

事務局 

 

 

★★委員 

 

事務局 

 

★★委員 

 

 

 

 私はそれ以上知識がないから、これ以上お聞きできませんが、分かりました。 

 

 それでは、これで退席していただき、この後、審議させていただきますので、よ

ろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

よろしくお願いします。ありがとうございました。 

 

 

＜★★氏、★★氏 退室＞ 

 

それでは審議をしていきたいと思います。ご意見のある方お願いいたします。★

★委員さん、いかがですか。 

 

私、ちょっと勘違いしていたことがありまして、申請地以外がコスモス畑だと思

ったんですね。そしたら、今回の申請地の中にあって、コスモスと芝を二期作する

ということで、だったら、コスモスを辞めて芝を１年中作った方が、もう少し利益

もあがるので良いのかなと。コスモスを辞めて、種を取り払えば良い芝ができるの

ではないのかと思います。 

 

★★委員さん、いかがですか。 

 

資料で確認できなかったので申請者に確認すれば良かったのですが、これだけの

面積だとかなりの水が必要となると思うのですけども、水はどのような方法で用意

するのでしょうか。 

 

他にご意見いかがですか。★★委員いかがですか。 

 

販売計画を見ますと、申請面積が１０，２５１㎡で、販売の１㎡の単価が１，０

００円ですので、全面積を使って１，０００万円とされていますが、作付けできな

い通路等があると思いますので、面積が減ってしまっては、経費も９５０万円かか

るので、全面積使わないとやっていけないのではないかと思います。そうなるとコ

スモスをやる余裕はないのではないかと思います。あと芝カッターを親会社から借

りると話していましたが、経費の中に借りるための経費が入っていないですよね。 

 

他にございますか。今までの新規就農の議案とちょっと違うニュアンスがあっ

て、先程、★★委員さん、★★委員さんから色々お聞きする中で地元に浸透して共

にというイメージがあったのですが、その辺はいかがですか。★★委員どうぞ。 

 

 事務局に確認したいのですが、コスモスをやっている保全会の方たちと申請者は

協議をされているのでしょうか。 

 

 地元のコスモスをやられている管理組合の方達からも、一緒に話し合って、景観

も含めてやっていきたいという話は聞いております。 

 

お互い話し合っているんですね。 

 

話し合っております。 

 

事務局に確認したいのですが、例えば、新規就農者で、同じ申請地の場所をＡさ

んが半年借りて使って、Ｂさんが半年借りて使うということで申請があった場合、

それはできるのでしょうか。今までないのですが。 
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事務局 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

確認させてください。 

 

他にございますか。この案件については、もう少し調査をして、より確実性を求

めて、１ヶ月保留ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）いずれにして

も色々な調査をして、また地元の意向をお聞きしていければと考えますので、議案

３０号は１ヶ月保留といたします。よろしくお願いいたします。 

 それでは、本日はもう１件、議案第１号から２７号、及び３１号から４５号の営農

型発電設備の設置に関しての申請に対して、意見聴収のため、申請者をお呼びしてお

ります。事務局の説明後、意見聴収を行いますので、最初に事務局から説明をお願い

します。 

 

それでは説明をさせて頂きます。今回申請されている１号から２７号及び３１から

４５号議案は、営農型発電設備の設置に係る許可申請です。参考資料として、お配り

した「令和３年第９回総会 議案第１～２７号及び３１～４５号に係る議案資料」を

併せてご覧ください。 

審議の流れとして、まず申請地について、農業法人が新たに耕作するため許可を受

けようというものです。県の事務指導に従い、この３条許可の審議で一旦区切ったう

えで、許可か不許可かを判断していただく必要があります。また、本日は営農者ご本

人にお越しいただいておりますので、議案説明の後入室して頂き、直接質疑をよろし

くお願いいたします。 

次に、発電設備の支柱等の一時転用の審議になります。これは、太陽光発電の売電

事業者である法人が、太陽光パネルを張るための支柱等を農地に立てることの許可を

受けようというものです。 

最後に、３条区分地上権です。これは、太陽光パネルを空中に張るため農地の空中

部分の権利を得ようというものです。 

それでは農地法第３条の規定による許可申請の説明をいたします。１号から１２号

議案です。一体の営農計画となります。申請地は高田字沖前地先外２２筆、田５，３

５６㎡、畑９，６９９㎡、計１５，０５５㎡です。睦沢町の★★さんが高田の★★さ

ん外１１人から土地を賃借権の設定により借り受けようとする申請です。賃借人は平

成３０年設立の法人で、現在茂原市にて１５，３７２㎡の農地でサツマイモを、睦沢

町にて３，３４５㎡の農地でサツマイモ、小松菜を栽培しています。前々期事業年度

の農業売上高は０円となっています。申請理由は、経営規模を拡大して収益の増加を

図りたいためとのことです。借り受ける農地にてサツマイモとカボチャの栽培を計画

しています。 

ここで、申請地における農業経営に係る実施計画書について簡単にご説明します。

資料の３ページをご覧ください。申請地ではサツマイモとカボチャを露地栽培し、サ

ツマイモ約２３ｔ、カボチャ約５ｔ、全体で約２８ｔの生産量を計画しています。販

売計画として、直売所やスーパー、★★組合へ販売し申請地以外の圃場と合わせまし

て合計約１１５０万円の売上を見込んでいます。それに対する経費として約１２５０

万円を見込む計画です。 

次に許可基準についてです。全部効率利用要件については、現在賃借人が耕作に供

すべき市内の農地のうち、法第３２条第１項各号に該当する遊休農地判定の農地はご

ざいません。また、睦沢町に借入地があり、睦沢町農業委員会より農業経営実態証明

書が提出されております。睦沢町農業委員会に確認しましたところ、現在賃借人が耕

作に供すべき農地のうち、法第３２条第１項各号に該当する遊休農地判定の農地があ

るとの報告が令和３年８月５日に受理しました回答書にございました。主な機械等の

保有については、トラクター，資材倉庫、管理機、噴霧器を所有しています。その他、

ツル刈り機、マルチ剥がし機、掘取機、定植機をリースで借り受ける計画です。労働

力、技術については、構成員１名及び臨時雇用７名を含め８名で従事します。農作業

常時従事要件については、従事日数１５０日以上となっています。下限面積要件につ

いては、５０アールを超えています。周辺地域との関係については、集落の話し合い
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会長 

 

★★氏 

 

 

★★氏 

 

 

 

★★氏 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

★★氏 

 

 

 

 

 

 

活動・農道水路の維持管理活動等を区長及び農家組合長などに確認したうえで積極的

に参加するとのことです。 

最後に、農地について所有権、使用収益権、質権若しくはその他の使用及び収益を

目的とする権利を取得することができる農地所有適格法人に該当するか否かの判断

についてですが、農地法第２条第３項に規定する法人形態要件、構成員要件、議決権

要件及び業務執行権要件については適合しています。事業要件については、賃借人は、

法人設立後３事業年度を経過していない為、新規就農者と同様に判断され、３事業年

度経過後に確認されることとなります。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

また、小委員会にて質問のありました、今回盛土をするにあたり、道路面の高さに

対し盛土の高さの制限等があるのかとの質問につきましては、道路管理課に確認した

ところ、特に制限等の規制を設けていることはないとのことでした。 

それでは、★★の★★さんと★★の★★さんに入室していただきます。 

 

 ＜★★氏、★★氏 入室＞ 

（申請人から追加資料の提出があり、配布する。） 

 

それでは、最初に簡単に自己紹介をお願いします。 

 

お世話になっております。私は★★の★★と申します。今日、皆様に見ていただ

く事業内容を発案した者でございます。よろしくお願いいたします。 

 

皆様、お世話になります。★★の★★です。今回、高田、法目北ブロック、１町

５反歩を増やして、農地の再生をやっていきますので、皆様、本日もよろしくお願

いいたします。 

 

あと一緒にこの事業を支援する会社の★★の★★と★★さん、あとは申請をして

いただく★★の★★さんが一応、後ろで控えております。以上でございます。 

 

それでは、これから質疑応答をしていきたいと思います。たくさんの資料を頂い

ておりますけども、★★さん、そして★★さんにおかれましては、現に本納地区で

営農型太陽光発電事業に、現在取り組んでおられます。 

そのことの経緯、経過も踏まえながら、地元委員を中心に、今日は皆さんからい

ろいろな意見を出していただければと考えていますので、よろしくお願いいたしま

す。 

それでは、最初に私から伺いますが、７月に★★さんと★★さんから地元の委員

と、一部の役員の委員に説明をしたいということで、市のこの庁舎で行いました。 

そのときの資料があるんですけども、そういうときは、私も今回の高田地区の営

農型事業に関しては、遊休農地の田んぼが非常に多く、これに対しては、「８００

から１，０００ｍ上流域で建設される赤目川の調整池の建設残土」という表現があ

りましたので、私は、残土ではいけないんじゃないかと思い、質問させてもらった

のですが、今日は、「農地掘削土の圃場改良客土として受け入れ、災害防止事業に

協力する。」とありますけども、実際に、この赤目川の客土に対して、受け入れ体

制については、現状いかがでしょうか。 

 

これは今申請しています事業計画、これをもって土地改良区さんの方に「受入れ

たいです」という要望をしております。それで、現地の方は水田であったところで

すから用地の掘削土という表現に変えました。 

これは、会長から、建設残土はまずいぞって言われたものですから、現地を見

て、農地の掘削土、これを客土として受け入れたいということで、県の方に、事業

の受け入れ先として希望しております。年度内に実施される予定だと聞いていま

す。なるべく早く、私どものこの許可を受けた状態で、これを受けますという意思
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★★氏 
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★★委員 

 

 

 

 

 

★★氏 

 

 

 

 

 

表示の資料として持って行こうと思っております。今、事務局の方に受け入れたい

という要望している段階で・・・ 

 

先ほど、事務局の報告の中に、そういう見込みができたという表現がありました

が、昨日まではそれがなかったんですよ。私も局長と一緒に県の方に伺って話を聞

いた時には、現在の赤目川の客土について、これを受け入れしたいというところが

他にいくつか来ているということで、今、来られても困るというようななお話があ

ったんですね。 

だから、この話は★★さんの計画と随分違うんじゃないかなと私はその時思って

おりました。そうしましたら、今のお話ですと、目途が付いているということでし

ょうけど、それはそれとして、この客土については県の方から私も聞いて初めて知

ったんですけども、いくつかの層があって、上部のマコモ層ってところの客土が、

十分に客土として使えるというようなお話を聞きました。それはご存知ですよね。 

 

はい。知っております。 

 

底の方は海水が溜まっていて駄目ということで、県の方からその話を教えて貰い

ました。 

 

私どもは、土壌改良は幾らでも自分の中でできる会社なものですから、どういう

土壌であっても、耕作土に、サツマイモの栽培が優先なのですが、それに合う土壌

にするっていうバランス調整はできます。その辺の話も今後、農業委員会には、届

け出を出すような形で話を進めていこうと思っております。土壌に関しては、改良

には自信がありますので、その辺は、農地の掘削土という大きな表現のくくりの中

で、耕作土に変えていくっていう形で考えています。 

 

赤目川の客土については、分析結果も見させてもらって、有害物質ではないとい

うことが明確に出ていますので、安心して使えるということは分かりました。 

それと、今現在、作付けをしているサツマイモへの圃場は農業委員会でも巡回を

させていただいております。生育状況は良いと思うんですけども、いつ頃、収穫の

予定ですか。 

 

若干、定植時期が１ヶ月程ズレておりまして、★★に納めるんですけど、そこと

の調整もありまして、最終的に１１月末を最後の収穫で予定しているんですが、１

０月中旬から１１月ぐらいを収穫時期にしようかなと。試し堀をしてですね、芋の

状況を確認して、やっていこうと思っております。いずれにしても★★の方には、

１２月末までには全量持ち込むという話になっております。 

 

それでは、皆さんから質疑をお願いしたいと思います。 

 

今日はご苦労さまでございます。先ほど、事務局の報告の中で、昨日の日付で睦

沢町から収受した文書で、睦沢町の圃場に遊休農地があるということですが、その

辺はどうなんでしょうか。私の地元の粟生野とか千沢の方では、植え付けも終わっ

て、その後の草も綺麗にやってもらっているんですけども、肝心の元々の睦沢町の

圃場がそういう話だと聞いたのですが、その辺のところはいかがでしょうか。 

 

当初の予定と変わりましたのは、５月に茂原の圃場のサツマイモの定植を予定し

ていたのですが、時間的なもの、許可が出るのがズレて、そこからの作業量があっ

たものですから、６月からの定植になったんですが、それと併せて、睦沢は小松菜

を生産しておりました。茂原の圃場を優先して、小松菜の生産の方は１２トンネル

で一旦打ち切りました。睦沢町の農業委員会に話に行きまして、秋口、小松菜の予

定していたのですが、サツマイモに変えたいということで、全部同じ農作物を作る
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という話をしまして、睦沢町の了解を取りまして、今現在は、サツマイモをやって

おります。 

 

では、今、植え付けしてあるのですか。 

 

 あります。 

 

 睦沢町の方から遊休農地とのことですが、今、植え付けしてあるということです

か。 

 

（沈黙） 

 

 それでは他にいかがですか。★★委員いかがですか。 

 

 すみません。今の話は訂正させて下さい。１２トンネル分の小松菜を生産してお

って、６月から茂原の圃場の定植とダブりましたので、一回１２トンネルのものを

止めまして、それを綺麗にとってうなった状態で、来期、サツマイモの圃場にした

いということで睦沢町の農業委員会の方にはお話をしてあります。 

 

 それではよろしいでしょうか。★★といいます。この計画の中で、私の地元の人

達と★★さんといろいろ交えて話をして、計画としては問題ないと思いますけど

も、先ほど言われた遊休農地の解釈なんですが、遊休農地がある場合は３条の許可

はできないですよね。その遊休農地のある場合の解釈はどうなんでしょうか。 

 

 先ほどの事務局からの報告に対してということですね。もう一度、事務局は説明

して下さい。 

 

睦沢町の方に農地法第３２号第１項各号に掲げる遊休農地の判定があるかどうか

で、睦沢町に照会いたしましたところ、睦沢町から遊休農地がありますということ

で判定がありました。今、★★委員からお話がありましたとおり、農地法第３条の

第２項のところで、遊休農地というか、全部効率利用要件を満たしていない場合に

は、許可することができないとなっております。 

 

わかりました。要は、耕作してない農地があるということが、睦沢町から出たと

いうことですね。他にご意見ございますか。★★委員いかがですか。 

 

遊休農地があるということになると、入口の段階でアウトですよね。だから、そ

ういうのをクリアして、新たに申請するというのが、ものの順序であると思いま

す。 

 

★★さん、今の話を伺っていかがでしょうか。 

 

はい。今期、小松菜を１２トンネルを作っておりまして、その最中に茂原のサツ

マイモをやらなきゃいけなくなり、時期的な問題でそちらに取り掛かかりました。

そして、今期、小松菜は一旦綺麗にいたしまして、来期からは睦沢もサツマイモを

やると。そういう話になっています。 

 

現在、何も作っていないということですね。 

 

はい。今はそうですね。 

 

それが先ほどの報告で、それに対していかがですか。 
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今、睦沢町とサツマイモの話はしてあるのですが、それで了解を取っているので

すが、その状態が、これからサツマイモは作れませんので、私たちは来期というこ

とで話はついています。それから、そこを遊休農地だという判定をされるのであれ

ば、そこが、今、サツマイモを作るまでの間に、何か農作物を作るべきじゃないの

かというのであれば、もう一度、睦沢町と話をしまして、遊休というものを遊休じ

ゃない形で、もう１回審議していただくようにやります。 

 

そこはですね、委員会の方でしっかりとまた審議をさせていただきますので、よ

ろしくお願いします。 

もう一つですね、今後、５０から７０箇所とか出して来るっていう話は、★★さ

んより最初から聞いているんですけれども、例えば、今、１１月に収穫をして、今

回のこの申請は来春からの植え付けですよね。その後、どういうスケジュールを組

んでいるのですか。 

 

スケジュールとは、下部の農地の生産のスケジュールですか。今回、１．５ヘク

タール追加になるのですが、ほとんど機械農業ですので定植と収穫は、単に倍にな

るだけで、１．５ヘクタール程度ですと定植は３日、収穫は６日ですので、これが

定植は６日、収穫が１２日という、無理のない工程になるとは思います。それ以上

は今の我々のスタッフでは、あと追加５０とかそういうのは自分達の農業でやるっ

ていう余力は今のところありません。この１．５ヘクタールについては、７月１８

日、高田の集会所の説明会の中で、地域の方々と話し合いをした結果、生産協力を

していただけるという形で３名の方を選定しまして・・。 

 

ありがとうございます。まだ皆さん意見があると思うんですけれども、本日は、

いろいろ他にも審議がありますので、時間の方が、ちょっと限られた中なので、意

見聴取の方はこれで終わりにしたいと思います。後はまた委員会の方でしっかりと

審議していきたいと思います。よろしくお願いします。 

 

では、最後に今、お配りした資料だけ確認したいと思います。３種類あったと思

いますが、まず事業計画書の抜粋版が一つ、いまやっている圃場の農作業の状況報

告っていう写真が一つあります。それから、もう一つ、事業の支援会社を束ねてい

るものが一つございます。その３セットをお配りしましたので、これを見ておいて

いただければと思います。よろしくお願いいたします。 

 

 ありがとうございました。 

 

ありがとうございました。 

 

 ＜★★氏、★★氏 退室＞ 

 

これから審議をいたしますが、先ほどありましたように、今回、睦沢町の農業委

員会の方から、遊休農地があるという判断が下されたというのが、実情でございま

す。これらに対して、皆さん方からご意見をいろいろ伺って、最終的な判断をして

いきたいと考えます。★★委員いかがでしょうか。 

 

いろいろ話は聞いていますけど、私もびっくりしました。これは入口に来て、挨

拶もしないで家の中に入ってくるようなものです。まずは挨拶をちゃんとしてから

入って下さいというような感じの話です。ですから、まずは睦沢町の農業委員会が

この場所について、遊休農地ではないと判断を下して、全部効率利用要件をクリア

してから、それで新たに改めて申請すると。先ほどの客土の話は手回しが良いなと

思いましたので、これの処理についても、そう時間がかかる話ではないと思いま
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す。今回は出直しをしていただいた方が良いです。 

 

他にご意見ございますか。★★委員いかがですか。 

 

この営農型発電については、地元の地主さん達もかなり真剣になって一生懸命に

やっているので、私としては、なるべく進めていきたいと思うんですけれども、た

だ睦沢町の方では遊休地があるということでしたので、これはちょっと引っかかっ

たのですが、これを上手くクリアして計画を進めるように応援していきたいと思っ

ています。 

 

この話は、昨日の夕方に出た話で、それで私も今日の午前中、朝一番で、現場を

確認しました。正直、事務局とは揉めたんですけれども、睦沢町からの写真を見る

だけでは緑肥なのかもしれないとか、いろんな話をしたんですね。 

しかし、やはり実際に現地を見て、やっているか、やっていないかは誰が見ても

分かるわけです。その写真も撮っています。前に職務代理者とも伺ったんですけれ

ども、そのときは、ちょうどトンネルが５つほどあって、中に小松菜が作付してあ

ったのですが、今現在、正直、全部草で、荒らされていました。先ほど、高田地区

の説明会が終わったとの話があって、地元の方に対して非常に苦しいようなところ

の話もあるのですけども。高田地区の皆さんについては後ほど、★★委員からもお

話を聞きたいと思いますが、営農者が何人か申し出てくれて、前向きに検討してい

ると聞いています。そういう話は、当然、委員会としては、一生懸命に支援して、

応援していくのは当然のことになるかと思うんですね。 

しかしながら、やはり、やれることとやれないことと、この計画自体がまだ見え

ないところが実際あります。ですから、やはり、これらは農業委員会もそうですけ

ど、地元でもしっかりとその話し合いというのを、やはり何回となく本音の話をぶ

つけて、それで本物の話にしていかないと、いけないんじゃないかなと改めて思い

ました。 

それで話に戻りますと、事務局に確認しますが、全部効率利用要件を満たしてい

ないと、本来は３条は不許可となってしまうということで良いですか。 

 

許可できない理由の一つになります。 

 

遊休農地があるということは、本来は不許可理由になるわけですね。それだけ、

これから新規に増やしてやっていくということにおいても、大変なことで法の壁も

あるわけです。ただ、これは話し合いを持ってとか、一度取り下げて貰うことでも

良いのかと思いますが。 

 

取り下げてもらうようにしないと。不許可にしてしまうのは・・・・。 

 

いや、遊休農地がある段階で駄目でしょう。 

 

確かに良い計画であると思って、高田地区など、また私どもの粟生野地区でも説

明会を開いてもらい、地元の住民さんは結構、良い計画だなと、そういう話はあり

ました。だけど、睦沢町において遊休農地があるってことは、本当は原点に戻っ

て、申請の入口の段階で駄目でしょうね。先ほど、★★委員や★★委員も言ったよ

うに、良い計画であるからこそ、そういう原点をきちんとクリアして、その上でま

た申請してもらいたいと思うので、ちょっと私は難しいなと思います。 

 

それこそ私達は法律に基づいて、やっているわけですから、これはどう考えても

入口から〇か×かと言えば、×に決まっていますので、そういうことですね。 

 

他にありますか。 



 16 

 

★★委員 

 

 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

先ほどから皆さんで検討していますけれども、高田地区の方達が一生懸命に皆さ

んでやって下さっているのは分かるんですけれども、やはり、今回はまず睦沢町の

方で遊休農地があるっていうことであるので、やはり最初からまた検討し直して頂

いた方が良いのではないかなとは思いますけれども。 

 

★★委員いかがですか。 

 

一旦取り下げしてもらって、それで遊休農地の方をクリアにして、再度、申請と

いうか。ただ、地元の人達も大分熱心にやっていたので、遊休農地があるというこ

とで結果的にどう説明したら良いのか分からない。 

 

 ★★委員いかがですか。 

 

ちょっと、びっくりしたのとがっかりなんですけど。地元の人達は、結構期待し

ているんですよね。その期待っていうのが、住民説明会でも出席率が良くて、すご

い人数で部落の方、ほどんど全員が出て来て、いろいろな意見を言った中で、もち

ろん★★さんは、質問に対しては良いことずくめですけど、すごく地元の期待が大

きかっただけに私も今日は、地元のことを農業委員会で発表して、ぜひ応援したい

なっていう気持ちで来たんです。でも、睦沢町の農業委員会の遊休農地ありってい

う判定が出て、ちょっとびっくりしたんです。 

でも、それはそれで、本当に出ていることですから仕方ないんですけど、これは

不許可ではなく、★★委員が言ったように、一旦取り下げて貰い、たぶん睦沢町の

が荒れてきたのは、茂原の野際とか法目、高田を良くしようと思って、高田を申請

するのに、野際、法目を綺麗にしておかなくちゃいけないってことで、そちらに力

を入れ過ぎて、たぶん荒れたと思うんです。それで、遊休農地にしちゃったと思う

んですけど。それはいけないことですけど、ここで駄目とかではなくて、何か良い

方法で、良い方向に向けることはできないでしょうか。私達、地元としてはそう思

います。 

 

 ★★委員いかがでしょうか。 

 

申請は、今回初めてではないですよね、前もあって。ただ、前に申請したときに

は睦沢町は、遊休農地はないっていう判定だったんですよね。今回は遊休農地あり

という判定だったってことなんですけども、睦沢町の遊休農地であると判定したの

は、実際、いつ調査したものなのかっていうのを考慮しながら、★★委員や★★委

員から話があったように、この事業を推進していくのであれば、何かの方策を考え

ていく事も必要なのかなとは思います。 

 

他にいかがですか。★★委員どうぞ。 

 

今回の★★の事業計画を見ますと、よくできている訳ですけど、高田の太陽光の

関係で、いろいろ問題はあった訳であります。しかし、今度は何とか上手くいって

ほしいと、私自身も願っているような状態でございますが、最後の最後で、これか

らやっと船に乗れるっていう時に、こういう問題が発生して、非常に、がっかりし

ているわけですけど、何とかできるだけ、話を前に進めていただきたいと思いま

す。高田の方達は、これといって反対者もございませんでしたので、よろしくお願

いいたします。 

 

他にいかがですか。★★委員いかがですか。 

 

★★さんの営農型については、太陽光パネルを今現在張ってある所、これは確か
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会長 

 

に耕作ができるような状況であって、今、活用されているのは現場を見ると分かる

と思うんです。やり方とすれば再三言われていましたように、地域に密着をして、

営農型太陽光発電の下で耕作ができるという状況に確かにそうなっているんです

ね。なおかつ、連作障害っていうのが考えられるんですけれども、そういう中で

も、良い方法だなというふうに思っていたところなんですが、まず睦沢の方の遊休

農地があるっていうのは、例えば今は１ヶ月で草ボウボウになってしまうんですけ

ど、それを遊休農地として来ているのか、それとも１年以上何もやっていなかった

のか、先ほどの説明だと小松菜を作っていて何月に耕うんしたのか分からないので

すが、今は１ヶ月、２ヶ月で今は草ボウボウになってしまうんですね。それを仮に

睦沢町の農業委員会で遊休農地だって言ってきたんだと思うと、それについては、

どうなのかなというふうに思うところもあります。 

ただ、報告されたことは間違いではありませんので、それを全部考えますと、先

ほどの話の中の３条の条件には、大変申し訳ないけど駄目ですよね。ということを

総合的に考えると、１回良い話だとしても、つまずくと、これは皆が同意しないの

で、仕切り直しをしてもらう方が良いんじゃないかなというふうに思います。た

だ、私はとしては進めたいと思っています。 

 

いろいろな意見が出ておりますけれども、前からこの問題に関わっている方々は

理解しておられると思うんですけど、今までの経緯を整理いたしますと、★★さん

が、最初に申請したのは昨年１１月で、意見聴収すると、知識等も不十分であまり

上手くは答えられない状態だったんですね。委員会でも心配していろいろ委員の意

見を伝え、それが２ヶ月くらいして、１月に先ほどの事業協力者の★★さんが意見

聴収に来て、「これからは、自分たちも支援してバイオマスを使った循環型農業を

確立して、全国に発信していく」と、こういう計画を話されました。それからさら

に何回も協議して、営農型太陽光発電は、下部の営農があってこその事業だと再認

識を皆さんとして、３条の営農に関しては許可して１作でも作って貰い、その結果

を見て、そこでしっかり営農して頂いているなら、農業委員会も支援したいとして

いたところでありました。５条については、不許可相当の判断といたしましたが、

県の判断で許可となりました。現在は、その申請地は太陽光パネルを張り、下部で

営農されています。新規就農者を支援しなければならないのはその通りなのです

が、今までの経緯はこのようなものでした。そのときも、これから５０ヶ所、７０

ヶ所、私たちがこのエリアはすべてやっていくという話をされていたんですね。そ

れで今回の高田地区、その後は法目地区、豊岡地区と計画書に書いてありますか

ら、後で見ておいていただきたいです。 

今日は、地元の声を聞きながら、協議できたらと思っていたのですが、協議する

前段で挫折してしまっているっていうのが、今日の答えだと思うんですね。 

 先ほども、★★さんは、これからサツマイモをやろうと睦沢町と話をしていたと

おっしゃっていましたが、その睦沢町農業委員会が、茂原市農業委員会に対して遊

休農地であると判定されている文書を発していること、このことは、しっかりと考

えなければなりません。また、ひょっとしたら人手が足りないのかなとも思われま

す。これからどんどん計画がたくさんあって、更に事業を大きくされていこうとし

ているのですから、今回は、茂原市農業委員会も真摯に向き合って判断しなくちゃ

いけないと思うんですね。さらにご意見ございますか。 

 

茂原市の農業委員会としては、地元の委員さんも含め、この案件は一生懸命向き

合ってやってきており、睦沢町からは遊休農地と出ていますが、これまで、ずっと

話し合ってきた申請者でありますので、不許可と判断せず、今回は一旦取り下げて

貰い、また整えてから申請していただいた方が良いのではないかと思いますけど。

いかがでしょうか。 

 

★★委員どうぞ。 
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不許可とするのではなく、申請の取り下げで対処したいです。★★の★★さんの

会社を一介の農業経営の会社だと判断するけれども、できたてのホヤホヤの新しい

会社ですよ。私も最初、★★さんと話をして、この人は会社を立てたけど、全然農

業を知らない、何言っても分からない、そう思っていましたが、今になって、いろ

いろ話していると本人も段々勉強をしてきて、これからどんどん良くなくなってい

く段階ですよ。これを否定するように不許可とするのではなくて、今回は取り下げ

るよう話をして、整理してから改めて申請するよう対処した方が良いです。 

 

今までの議論を聞いていて、いずれにしてもこの案件は、どう見たって許可とす

ることはできない案件で、これははっきりしている。ただ不許可で判断して処分し

た場合と、取り下げの指導という方法もないわけではないから、そういう違いとい

うか。どちらにしても全部効率利用条件をクリアしない限り、これは駄目であるの

で、この後、遊休農地を解消して、不許可とした場合と取り下げさせた場合、申請

者にとって不利益はあるのかどうか。事務局に聞きたい。 

 

不許可とする申請人はなかなかいなく、法の中で何かが不足していたり、満たさ

れていないから不許可となってしまうので、一旦取り下げて、整えて仕切り直して

から再度申請してくれという判断はできると思います。法的には不許可の判断であ

るかもしれませんが、内容的には皆さんの話で良いと思います。少し時間を置い

て、睦沢の圃場の草刈りをして、条件を整えて、睦沢町農業委員会と相談しながら

今度照会した時はこういう判断が出ないようにしてから、再度出すようにした方が

良いかと思います。裁量としては不許可なのですが、だた、取り下げることはでき

るという時間を与えることはできると思います。 

 

最終判断を下す前に、そうした方が良いね。 

 

よろしいですか。意見は出尽くしていると思いますので、★★さんはこの案件以

外にも今後、他にも申請が続くと思います。そのことを踏まえて、まずは、今回は

整理して仕切り直して頂くため、３条申請の議案第１号から１２号及び議案第１３

号から２７号については、今回は取り下げの指導をすることとして、取り下げの指

導に応じない場合は不許可とするということで、同じく５条の議案第３１号から４

５条までも同時に取り下げの指導を行うということでいかがでしょうか。（異議な

しの声）では、そのように決定いたします。では、ここで、休憩といたします。 

 

（休憩後） 

 

それでは続きまして、議案第２８号から２９号議案であります。事務局より説明を

お願いします。 

 

第２８号議案です。申請地は上茂原字堰内地先外１筆、田１０２０㎡を売買しよう

とする申請です。買受人は上茂原の★★さん、売渡人は上茂原の★★さんです。申請

理由は、所有農地が近隣にあり、耕作等に便利であるためとのことです。買い受ける

農地にて水稲の作付けを計画しています。 

次に許可基準についてです。全部効率利用要件については、現在買受人が耕作に供

すべき農地のうち、法第３２条第１項各号に該当する遊休農地はありません。主な機

械の保有については、トラクター、耕うん機、田植機、乾燥機を所有しています。労

働力、技術については、世帯員１名で従事しております。農作業常時従事要件につい

ては、１５０日以上となっております。下限面積要件については、５０アールを超え

ております。周辺地域との関係について、営農の取組や周囲との農薬等のトラブルな

ど充分に配慮して行っていくとのことです。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております 

 



 19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会長 

 

第一 

小委員長 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

★★委員 

 

 

会長 

 

★★委員 

 

 

 

会長 

 

 

 

 

 

 

 

続きまして第２９号議案です。申請地は七渡字砂子地先外５筆、田３６５㎡、畑１

５４３㎡を贈与しようとする申請です。譲受人は七渡の★★さん、譲渡人は七渡の★

★さん親子です。申請理由は、家族間貸借から所有権へ変更したいためとのことです。

譲り受ける農地にて水稲・ネギの作付けを計画しています。 

次に許可基準についてです。全部効率利用要件については、現在譲受人が耕作に供

すべき農地のうち、法第３２条第１項各号に該当する遊休農地はありません。主な機

械の保有については、トラクター、田植機、コンバインを所有しています。労働力、

技術については、世帯員３名で従事しております。農作業常時従事要件については、

１５０日以上となっております。下限面積要件については、５０アールを超えており

ます。周辺地域との関係について、農薬の使用方法について、周辺農地に配慮し、野

菜等へ影響を及ぼさないように行うとのことです。 

その他の添付すべき必要書類について併せて確認しております。 

 

第一小委員会の報告をお願いします。 

 

審議の結果、２８号および２９号議案については許可の判断となりましたことを報

告します。 

 

それでは順次審議します。２８号議案です。★★委員いかがですか。 

 

★★さんは、昔から農家をされている家ですから間違いないと思います。それと

この後の審議である５２号とも関連があって、売渡人と買受人がお互いに話し合っ

てやっていることだと思います。特に問題はないと思います。 

 

 ★★委員、いかがでしょうか。 

 

小委員会のときに現地調査をいたしまして、この土地自体は作付されて、田んぼ

で稲が植えられている状態です。整備されている状態です。問題ないと思いますの

で、許可でよろしいと思います。 

 

他にご意見ございますか。よろしいですか。それでは２８号議案ですが、小委員

会の報告及び意見のとおり許可ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）

それでは２８号議案については、許可ということで決定いたします。 

 続きまして、２９号議案です。★★委員いかがでしょうか。 

 

親子間の贈与でありますし、問題ないと思いますので許可でよろしいと思いま

す。 

 

★★委員いかがでしょうか。 

 

これは農業者年金の関係で親が子に貸し付けていたのを、親子間で贈与するもの

です。親も子も農業を行なっておりますので、何ら問題はございません。許可で良

いと思います。 

 

他にご意見ございますか。よろしいですか。それでは２９号議案ですが、小委員

会の報告及び意見のとおり許可ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）

それでは２９号議案については、許可ということで決定いたします。 

 続きまして、農地法第５条の規定による許可申請について、及び農地法第５条の

規定による許可後の計画変更承認申請についてであります。議案が第４６号から６

８号までと議案数が多いため２回に分けます。それでは最初に第４６号から５４号

まで事務局より説明をお願いします。 
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農地法第５条の規定による許可申請及び農地法第５条の規定による許可後の計画

変更承認申請についてご説明します。 

はじめに４６号議案です。申請地は、本納字松木谷地先、田３４６㎡です。下太田

の★★さんが、本納の★★さんから土地を買い受け、資材置場用地とする申請です。

申請理由及び土地選定理由は、申請地は交通アクセスが良く、会社には資材置き場が

ないため、申請地を取得し、資材置き場とするものです。計画としては、山砂、砕石、

コンクリート資材を置く計画になっています。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は農業公共投資の対象となって

いない小集団の生産力の低い農地であることから、第２種農地と考えられます。第２

種農地として判断される場合は、許可し得る農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく申請は、あ

りません。周辺農地の営農条件への支障について、整地・埋立ては行なわず、砂利敷

とし、木柵で囲うとのことです。排水は、雨水のみで自然浸透です。確認が必要な隣

接農地所有者は１名いまして同意を得ております。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして４７号議案です。申請地は、高師字中谷地先外２筆、田３３９㎡とその

土地の中に存する山林２２０㎡の、合計５５９㎡です。長柄町の★★さんが、東郷の

★★さん外１人から土地を買い受け、専用住宅用地とする申請です。申請理由は現在

義理の両親と同居しているが手狭となり、また子供が小学校に上がるタイミングで住

宅を建てたい、とのことです。事業計画としては、建築面積６５．４１㎡の住宅 1棟

と９．９３㎡の物置を１棟、３台分のカーポートを建築します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はありません。周辺農地の営農条件への支障について、埋め立て等は行わず、現状の

まま使用するとのことです。排水は下水道に接続の計画です。確認が必要な隣接農地

所有者はおりません。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。 

 

続きまして４８から５０号議案です。一体計画ですので、併せてご説明いたします。

申請地は、高師字亀丘地先外４筆、田１４８６㎡、畑２４４㎡、合計１７３０㎡です。

早野の★★さんが高師の★★さん外２人から土地を買い受けて、宅地分譲用地とする

申請です。申請理由及び土地選定理由は周辺が住宅地で商業施設が近く、分譲地とし

て適しているためとのことです。事業計画としては、１区画平均面積１７３㎡の宅地

８区画を造成します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

として、市都市計画課に宅地開発事業事前協議申出書が提出されております。周辺農

地の営農条件への支障について、埋め立ては行わず、整地のみです。排水は公共下水

道へ放流します。確認が必要な隣接農地所有者は１名いまして同意を得ております。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。 

 

続きまして５１号議案です。申請地は、上茂原字榎町地先、田１２８５㎡です。岐

阜県の★★さんが、早野の★★さんから土地を買い受け、駐車場用地とする申請です。

申請理由及び土地選定理由は、申請地は診療所と既存の駐車場の間にあり、駐車場が

足りないことと利便性を考え、申請地を取得し、来客用の駐車場として確保するもの

です。計画としては、駐車台数３７台分で埋立て、砕石敷き転圧の計画です。 



 21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は農用地区域内農地、第３種農

地、第２種農地の（ａ）のいずれにも該当せず、土地改良事業等の施行に係る区域内

にある農地であることから第１種農地と考えられます。第１種農地として判断される

場合は、原則許可できない農地ですが、既存の施設の拡張であって拡張に係る部分の

面積が既存の施設の敷地の面積の２分の１を超えないものであることから農地法施

行規則第３５条第５号の規定に該当し、例外的に許可できると判断されます。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく申請として

市環境保全課に特定事業の申請書が提出されております。周辺農地の営農条件への支

障について、ブロック積にて土砂の流出を防ぎます。排水は、雨水のみで自然浸透で

す。★★土地改良組合から意見書が提出されております。確認が必要な隣接農地所有

者はおりません。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして５２号議案です。申請地は、箕輪字駒ヶ塚地先、畑２筆７７㎡です。上

茂原の★★さんが、上茂原の★★さんから土地を買い受け、進入路及び駐車場用地と

する申請です。申請理由及び土地選定理由は、申請地北側に赤道がありますが、狭く

通行が困難なため、奥の自己所有山林に入るための進入路を自ら確保しようとするも

のです。計画としては、現状のまま利用します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は農業公共投資の対象となって

いない小集団の生産力の低い農地であることから、第２種農地と考えられます。第２

種農地として判断される場合は、許可し得る農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく申請は、あ

りません。周辺農地の営農条件への支障について、整地・埋立ては行なわず、現状の

まま利用するため支障はないとのことです。排水は、雨水のみで自然浸透です。確認

が必要な隣接農地所有者はおりません。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして５３号議案です。申請地は、早野新田字菖蒲谷地先、畑１９㎡です。早

野新田の★★さんが八千代の★★さんから土地を買い受けて、農業用倉庫用地とする

申請です。申請理由ですが★★さんは申請地の隣接に畑を所有しており、申請地を活

用するため、農業用倉庫を建てたいとのことです。事業計画としては、整地のみです。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はありません。周辺農地の営農条件への支障について、造成は整地のみですので問題

なしとのことです。排水は雨水のみです。確認が必要な隣接農地所有者はおりません。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。 

 

続きまして５４号議案です。申請地は、東部台１丁目地先、畑１１９９㎡です。早

野の★★さんが茂原の★★さんから土地を買い受けて、宅地分譲用地とする申請で

す。申請理由及び土地選定理由は、申請地は区画整理地内で住環境が良いためとのこ

とです。事業計画としては、１区画平均面積２００㎡の宅地６区画を造成します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はございません。周辺農地の営農条件への支障について、整地のみです。排水は公共

下水道へ放流します。確認が必要な隣接農地所有者は１名いまして同意を得ておりま

す。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され
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★★委員 

 

 

会長 

 

た必要書類で確認しております。 

 

 第一小委員の報告をお願いします。 

 

４６号から５４号議案については、審議の結果すべて許可相当の判断となりました

ことを報告します。 

 

 それでは、順次審議いたします。はじめに第４６号議案です。★★委員いかがです

か。 

 

この場所は、工業団地に入る反対側の信号の角のところで、田となっていますけれ

ど畑状態です。第２種農地でありますし、特に問題はないので許可相当でよろしい

と思います。 

 

他にご意見ございますか。よろしいですか。それでは４６号議案ですが、小委員

会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの

声）それでは４６号議案については、許可相当ということで決定いたします。 

続きまして、４７号議案です。★★委員いかがでしょうか。 

 

ここは、中部の区画整理に隣接する場所で、用途地域内でもあることから問題な

いと思います。 

 

★★委員いかがですか。 

 

中部の奥にある場所であり、宅地の状態になっています。用途地域内の第３種農

地であるので許可相当でよろしいと思います。 

 

他にご意見ございますか。よろしいですか。それでは４７号議案ですが、小委員

会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの

声）それでは４７号議案については、許可相当ということで決定いたします。 

続きまして、４８号から５０号議案、一体計画です。★★委員いかがでしょう

か。 

  

これも用途地域内で住宅地の中にありますから、特に問題ないと思います。 

 

 

 ★★委員いかがですか 

 

現地を確認しましたが、用途地域内の第３種農地ですので許可相当でよろしいか

と思います。 

 

他にご意見ございますか。よろしいですか。それでは４８号から５０号議案です

が、小委員会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。

（異議なしの声）それでは４８号から５０号議案については、許可相当ということ

で決定いたします。 

続きまして、５１号議案です。★★委員いかがでしょうか。 

 

これも一種農地ということなんですけども、病院と駐車場の間の土地を一体利用

として使うということですので問題ないと思います。 

 

★★委員いかがでしょうか。 
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第１種農地ですが、例外事由となる既存施設の拡張で既存面積の２分の１を超え

ない範囲の申請でありますので、許可相当でよろしいかと思います。 

 

他にご意見ございますか。よろしいですか。それでは５１号議案ですが、小委員

会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの

声）それでは５１号議案については、許可相当ということで決定いたします。 

続きまして、５２号議案です。★★委員いかがでしょうか。 

 

これは、山に登るための侵入路ということらしいんですけども、山の上に井戸が

あって、それを活用したいということです。問題はないと思われます。 

 

★★委員いかがですか。 

 

現状は、通るための道を作らないと中に入れないような状態です。許可相当でよ

ろしいかと思います。 

 

他にご意見ございますか。よろしいですか。それでは５２号議案ですが、小委員

会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの

声）それでは５２号議案については、許可相当ということで決定いたします。 

続きまして、５３号議案です。★★委員いかがでしょうか。 

 

現状を見ましたが、両総用水の用水路と畑の間に土地であって、用途地域であり

ますし、農業用倉庫を建てるということですので許可相当でよろしいと思います。 

 

他にご意見ございますか。よろしいですか。それでは５３号議案ですが、小委員

会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの

声）それでは５３号議案については、許可相当ということで決定いたします。 

続きまして、５４号議案です。★★委員いかがでしょうか。 

 

東部台の区画された宅地分譲地の中にある土地であり、用途地域内でありますの

で、許可相当でよろしいと思います。 

 

他にご意見ございますか。よろしいですか。それでは５４号議案ですが、小委員

会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの

声）それでは５４号議案については、許可相当ということで決定いたします。 

続きまして、議案第５５号から６８号までについて、事務局から説明をお願いし

ます。 

 

それでは、５５・５６号議案です。一体計画ですので、併せてご説明いたします。

申請地は、下永吉字柳坪地先外１筆、畑５９０㎡と隣接する宅地９９㎡の合計６８９

㎡です。茂原の★★さんが下永吉の★★さんと高師の★★さんから土地を買い受け

て、宅地分譲用地とする申請です。申請理由及び土地選定理由は、隣接地で分譲をし

ており、道路の幅員を含めた整備を頼まれているためとのことです。事業計画として

は、１区画平均面積２７０㎡の宅地２区画と周回型の道路を整備します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はございません。市土木管理課に道路施工承認申請書が提出されております。周辺農

地の営農条件への支障について、埋め立ては行わず、整地のみです。排水は公共下水

道へ放流します。確認が必要な隣接農地所有者はおりません。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。 
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続きまして５７・５８号議案です。こちらも一体計画です。申請地は、三ヶ谷字登

戸地先外１筆、田４０４０㎡のうち１７０８．２２㎡です。東京都の★★さんが東郷

の★★さんと三ヶ谷の★★さんから賃借権の設定により土地を借りて、仮設道路及び

駐車場、資材置場用地として一時転用する申請です。 

申請理由及び土地選定理由は、申請地から延びる排水路を工事することになり、そ

の場所が市バスの通り道になっているため、バスの通り道を確保するための申請で

す。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は農用地区域内にある農地と判

断され、原則として許可をすることができない農地ですが、農地法施行令第４条第１

項第１号イ及び第１１条第１項第１号イの「仮設工作物の設置その他一時的な利用に

供するために行うもの」、並びに農地法施行令第４条第１項第１号ロ及び第１１条第

１項第１号ロの「農業振興地域整備計画の達成に支障を及ばすおそれが無いと認めら

れるものであること」に該当し、例外的に許可し得る農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく申請は、あ

りません。市土木管理課から法定外公共物土木工事施行許可書が提出されておりま

す。周辺農地の営農条件への支障について、仮設道路は申請地内から切土、盛土し、

整地後土木シートの上に、砂利敷きとします。排水は、雨水のみで自然浸透です。確

認が必要な隣接農地所有者は１名おりまして同意を得ております。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

なお、一時転用について、申請期間は令和４年３月３１日までとなっており、事業

完了後の農地復元誓約書が提出されております。 

 

続きまして５９号議案ですが、計画変更の６７号議案と同一計画ですので、併せて

説明いたします。申請地は、七渡字寺之下地先外２筆、田畑合わせまして６１４㎡で

す。小林の★★さんが、七渡の★★さんから土地を買い受け、専用住宅及び来客用駐

車場用地とする申請です。申請理由としましては、現在借家住まいで手狭となったこ

とと、奥さんが生命保険の営業をしていることから来客用の駐車場が必要になったた

めとのことです。計画としては、建築面積１２０．９㎡の住宅 1棟と２５．６４㎡の

カーポート、来客用の駐車スペースが４台分です。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は農用地区域内農地、第３種農

地、第２種農地の（ａ）のいずれにも該当せず、土地改良事業等の施行に係る区域内

にある農地であることから第１種農地と考えられます。第１種農地として判断される

場合は、原則許可できない農地ですが、住宅その他周辺地域居住者の日常生活上又は

業務上必要な施設で集落に接続して設置されるものであることから農地法施行規則

第３３条第４号の規定に該当し、例外的に許可できると判断されます。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく申請は、あ

りません。市土木管理課に法定外公共物土木工事施行申請書が提出されております。

周辺農地の営農条件への支障について、整地・埋立ては行なわず、現状のまま利用す

るため支障はないとのことです。排水は、合併浄化槽を設置し北側水路へ放流の計画

です。★★管理組合から排水同意書が提出されております。確認が必要な隣接農地所

有者はおりません。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして６０号議案です。申請地は、東郷字新六ツ野地先、畑９６５㎡です。東

郷の★★さんが、京都府の★★さんから土地を買い受け、貸駐車場用地とする申請で

す。申請理由及び土地選定理由は、★★さんは申請地北側で造園業を営んでおり、従

業員及び来客用の駐車場が必要となったため、申請地を取得し自身が役員となってい

る会社に貸し付けたいとのことです。事業計画としては、砕石敷き、駐車スペース３

０台分の計画です。 
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次に転用許可基準です。立地基準について申請地は、水管、ガス管が埋設されてい

る幅員４ｍ以上の道路の沿道の区域であり、申請に係る農地からおおむね５００ｍ以

内に２以上の教育施設、その他の公共・公益的施設が存する農地に該当することから、

第３種農地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農

地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく申請は、あ

りません。周辺農地の営農条件への支障について、整地・埋立ては行なわず、砕石敷

き転圧にて利用するため支障はないとのことです。排水は、雨水のみです。確認が必

要な隣接農地所有者は１名おりまして同意を得ております。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして６１号議案です。申請地は、長尾字立ケ腰地先、田４１８㎡、仮換地地

番ゆたか土地区画整理事業１５街区地先、面積２８５㎡です。東京都の★★さんが上

林の★★さんから土地を買い受けて、共同住宅用地とする申請です。申請地は、平成

１３年７月１６日付けで共同住宅用地として農地法第５条の許可を受け既に建築面

積１１７．２４㎡の共同住宅１棟を建築されておりますが、換地処分前で地目変更登

記ができず、登記簿地目が農地のままであるため、再度農地法の許可を要するもので

す。申請理由及び土地選定理由は、賃料収入を得るために区画整理地内で上下水道が

整備されており環境が良かったためとのことです。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はありません。造成工事は行いません。排水は、公共下水道に接続済みです。確認が

必要な隣接農地所有者は１名おり、同意を得ております。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして６２号議案です。申請地は長尾字立ケ腰地先外１筆、田５４１㎡、仮換

地地番ゆたか土地区画整理事業２５街区地先、面積３４８㎡です。埼玉県の★★さん

が東金市の★★さんから土地を買い受けて、専用住宅用地とする申請です。申請地は、

令和２年７月１日付けで宅地分譲用地として農地法第５条の規定による許可を受け、

完了報告済みであるため、計画変更は不要となります。申請理由及び土地選定理由は、

現在借家に住んでおり、区画整理内なので住環境として整っており住みやすい場所で

あるためとのことです。事業計画としては、建築面積９８．５４㎡の住宅１棟を建築

します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はありません。造成工事は行いません。排水は、公共下水道に接続済みです。確認が

必要な隣接農地所有者はおりません。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。 

 

続きまして６３から６５号議案です。一体計画ですので、併せてご説明いたします。

申請地は、小林字芝地先外６筆、田５２８㎡、畑１９７６㎡、合計２５０４㎡です。

長尾の★★さんが長生村の★★さん、小林の★★さんと小林の★★さんから土地を買

い受けて、宅地分譲用地とする申請です。申請理由及び土地選定理由は、申請地は新

茂原駅に近く、交通の便が良く、閑静な住宅街の中であるためとのことです。事業計

画としては、１区画平均面積３００㎡の宅地７区画の計画です。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 
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続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

として、市都市計画課に宅地開発事前協議申出書が、市土木管理課に法定外公共物占

用許可申請書が提出されております。周辺農地の営農条件への支障について、埋め立

ては行わず、整地のみです。排水は雨水のみです。購入された方が合併浄化槽を設置

し道路側溝へ放流するとのことです。そのことも踏まえまして小林羽貫自治会から排

水同意書が提出されております。確認が必要な隣接農地所有者は２名おり、同意を得

ております。 

その他転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付され

た必要書類で確認しております。 

 

続きまして６６号議案ですが計画変更の６８号議案と同一計画ですので、併せて説

明いたします。申請地は、腰当字川向地先外２筆、田７６㎡、畑８９１㎡の合計９６

７㎡、仮換地地番ゆたか土地区画整理事業１８街区地先、面積１６９㎡です。一宮町

の★★さんが東金市の★★さんから土地を買い受けて、専用住宅用地とする申請で

す。申請地は、平成２６年５月１５日付けで宅地分譲用地として農地法第５条の規定

による許可を受けましたが、区画整理地内で本換地前であるためのため、計画を変更

するものです。申請理由及び土地選定理由は、祖父が近隣に住んでおり、介護に便利

なことと区画整理内なので住環境として整っており住みやすい場所であるためとの

ことです。事業計画としては、建築面積５９．６２㎡の住宅１棟を建築します。 

次に転用許可基準です。立地基準について、申請地は用途地域内ですので第３種農

地と考えられます。第３種農地として判断される場合は、原則許可できる農地です。 

続いて一般基準です。申請目的実現の確実性について、他法令に基づく必要な申請

はありません。造成工事は行いません。排水は、公共下水道に接続済みです。確認が

必要な隣接農地所有者はおりません。 

その他、転用行為を行うのに必要な資力及び信用があること等については、添付さ

れた必要書類で確認しております。説明は以上でございます。 

 

第一小委員会の報告をお願いします。 

 

５５号から６８号議案については、審議の結果すべて許可相当の判断となりました

ことを報告します。 

 

それでは、順次審議いたします。５５、５６号議案、一体計画です。★★委員い

かがですか。 

 

ここは、住宅街の中の一角にございます。用途地域でもございますので、問題な

いと思いますので、許可相当でよろしいかと思います。 

 

他にご意見ございますか。よろしいですか。それでは５５、５６号議案ですが、

小委員会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議

なしの声）それでは５５、５６号議案については、許可相当ということで決定いた

します。 

続きまして、５７、５８号議案、これも一体計画です。★★委員いかがでしょう

か。 

 

排水のＵ字溝の入れ替え工事ということでございます。一時転用ということです

ので、問題ないと思います。許可相当でよろしいかと思います。 

 

他にご意見ございますか。よろしいですか。それでは５７、５８号議案ですが、

小委員会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議

なしの声）それでは５７、５８号議案については、許可相当ということで決定いた

します。 
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続きまして、５９号と計画変更の６７号議案です。一体計画です。★★委員いか

がでしょうか。 

 

一体計画で既に許可相当としたものです。土地改良の外れで第１種農地にあたり

ますが、例外として許可相当でよろしいかと思います。 

 

他にご意見ございますか。よろしいですか。それでは５９、６７号議案ですが、

小委員会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議

なしの声）それでは５９、６７号議案については、許可相当ということで決定いた

します。 

続きまして、６０号議案です。★★委員いかがでしょうか。 

 

ここは住宅地の中にあって荒れている状況です。第３種農地であって、周囲は住

宅地でありますので許可相当でよろしいと思います。 

 

他にご意見ございますか。よろしいですか。それでは６０号議案ですが、小委員

会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの

声）それでは６０号議案については、許可相当ということで決定いたします。 

続きまして、６１号議案です。★★委員いかがでしょうか。 

 

 こちらは、周りは住宅となっている土地区画整理事業地内の第３種農地であり、

用途地区であります。特に問題はないです。 

 

それでは６１号議案ですが、土地区画整理地内の第３種農地でありますので、小

委員会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。（異議な

しの声）それでは６１号議案については、許可相当ということで決定いたします。 

続きまして、６２号議案です。★★委員いかがでしょうか。 

 

ここも先ほどと同じく土地区画整理地内の周囲は住宅となっている用途地域内で

第３種農地でありますので問題はないです。 

 

それでは６２号議案ですが、ここも同じく土地区画整理地内の第３種農地ですの

で、小委員会の報告及び意見のとおり許可相当ということでよろしいでしょうか。

（異議なしの声）それでは６２号議案については、許可相当ということで決定いた

します。 

続きまして、６３号から６５議案です。一体計画です。★★委員いかがでしょう

か。 

 

こちらは、周りは住宅に囲まれている一角であります。近隣は住宅地となってお

り、用途地域内の第３種農地ですので問題はないです。 

 

それでは６３号から６５号議案ですが、小委員会の報告及び意見のとおり許可相

当ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは６３号から６５号議

案については、許可相当ということで決定いたします。 

続きまして、６６号、計画変更の６８議案です。一体計画です。★★委員いかが

でしょうか。 

 

 こちらも、土地区画整理事業地内で、用途地域内の第３種農地でありますし、特

に問題はございません。 

 

それでは６６号、６８号議案ですが、小委員会の報告及び意見のとおり許可相当

ということでよろしいでしょうか。（異議なしの声）それでは６６号、６８号議案に
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ついては、許可相当ということで決定いたします。 

次に議案第６９号下限面積（別段面積）の設定についてであります。事務局の説

明をお願いします。 

 

 （内容等について説明する。） 

 

 説明が終わりました。ご意見はございますか。（異議なしの声）それでは、変更なし

ということで、下限面積は５０アールとすることで決定いたします。 

  

 以上で議案関係は終わりました。次に報告に入ります。 

 

次の事案を報告 

・農地法第３条の３第１項の規定による届出について 

  ・公共事業に伴う廃土処理事業の届出について 

  ・地目変更登記申請に係る照会について 

  ・軽微な農地改良の届出について 

・農地法第６条第１項の規定による農地所有適格法人の報告について 

  ・その他 

 

 以上で本日の総会を終了します。御苦労さまでした。 

 

 

 

 

 


